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本報告書の調査は、個人所属マックスエアー式ドリフターＸＰ－Ｒ５０

３Ｌ型（超軽量動力機）他９件の航空事故に関し、航空・鉄道事故調査委

員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書にしたがい、航空・鉄道事

故調査委員会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止に寄与するこ

とを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたも

のではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅳ セスナ式１７２Ｐ型
ＪＡ４０８０
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航空事故調査報告書

所 属 個人

型 式 セスナ式１７２Ｐ型

登録記号 ＪＡ４０８０

発生日時 平成１４年１月４日 １９時１０分ごろ

発生場所 熊本県球磨郡球磨村

平成１４年１０月２３日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 勝 野 良 平

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 山 根 三郎

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

個人所属セスナ式１７２Ｐ型ＪＡ４０８０は、平成１４年１月４日（金）、レジャ

ー飛行のため、有視界飛行方式により１８時４０分鹿児島空港を離陸し、熊本空港へ

向け飛行中、１９時１０分ごろ熊本県球磨郡球磨村の秋払山（標高９２８ｍ）の西側

中腹斜面杉林に墜落した。

同機には、機長ほか同乗者３名計４名が搭乗していたが、機長及び同乗者１名計２

名が死亡し、同乗者２名が重傷を負った。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１４年１月５日、本事故の調査を担当する主
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管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１４年１月５日～７日 現場及び残がい調査

平成１４年１月８日及び９日 口述聴取

平成１４年２月２４日～２６日 口述聴取及び残がい調査

平成１４年３月 ７ 日 飛行計器等分解調査

平成１４年３月１８日 エンジン等分解調査

平成１４年３月２０日 無線機等分解調査

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

ＪＡ４０８０は、平成１４年１月４日、レジャー飛行のため、鹿児島空港から熊本

空港へ向け飛行する予定であった。

大阪航空局鹿児島空港事務所に通報された飛行計画は、次のとおりであった。

飛行方式：有視界飛行方式、出発地：鹿児島空港、移動開始時刻：１８時４０

分、巡航速度：９５kt、巡航高度：ＶＦＲ、経路：出水～八代、目的地：熊本

空港、所要時間：１時間１０分、持久時間で表された燃料搭載量：２時間３０

分、搭乗者数：４名、その他の情報：鹿児島ＴＣＡ

同機は、機長により飛行前点検が行われた後、機長ほか３名が搭乗し、鹿児島空港

滑走路３４を１８時４０分に離陸した。

その後、管制機関等からの情報を総合すると、同機の飛行は、概略次のとおりであ

った。

１８時４０分 同機は離陸した。

４３分ごろ 同機から、鹿児島ＴＣＡ（ターミナル管制所・ターミナ

ルコントロールエリア席）へ、鹿児島空港から北西へ５マ

イルの位置との連絡。

４３分ごろ 鹿児島ＴＣＡより、同機へ、トランスポンダー・コード

６４５４の指示。

４３分５８秒 鹿児島ＴＣＡより、同機へ、レーダー識別した。

ＱＮＨは２９.９８の連絡。

４６分ごろ 鹿児島ＴＣＡより、上昇高度はいくらかとの問いに対し、
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同機は、とりあえず３,５００ftで行きたい旨の応答。

４９分ごろ 同機より、４,５００ftへ上昇する旨の応答。

５０分０９秒 同機は、離陸後これまで３４０゜方向への直線飛行を行

っていたが、やや北寄りへ針路を変え、高度４,５００ft、

対地速度６３ktで飛行していた。

５３分２４秒 同機は、北東方向へ針路を変え高度４,３００ft、対地

速度８５ktで飛行していた。

５６分５５秒 同機は、北の方向へ針路を変え高度４,４００ft、対地

速度９９ktで飛行していた。

５９分４８秒 鹿児島ＴＣＡより、ＴＣＡの管轄範囲外に出るため、Ｔ

ＣＡ業務を終了する旨伝えた。

５９分５５秒 同機より、「有り難うございました」の応答。

５９分５７秒 鹿児島ＴＣＡより、「お疲れ様」の応答。

１９時０２分０６秒 同機は、北の方向への針路を継続し、高度４,４００ft、

対地速度７１ktで飛行していた。

０３分ごろ 同機は、事故現場より南約1４kmの位置を、高度４,２００

ft、対地速度１００ktで飛行中であった。

０７分ごろ 同機は、事故現場より南東約６kmの位置を、高度３,７００

ft、対地速度７０ktで飛行中であった。

０７分４４秒 同機は、事故現場より南東約５kmの位置を、高度３,４００

ft、対地速度７０ktで飛行中であった。

０８分３０秒 同機は、事故現場より東南東約１kmの位置を高度３,１００

ft、対地速度７０ktで飛行中、この位置でレーダーより機

影が消失した。

(1) 同乗者によれば、事故に至るまでの飛行の経過については、概略次のとおりで

あった。

① 同乗者Ａ

私達は、４人で喜界島へスキューバーダイビングに行き、喜界島空港から鹿

児島空港へ定期便で帰ろうとしていたら、帰りの飛行機が予定より２時間近く

遅れたため、機長は遅れたことで怒っていた。その後、機長は、機体の定置場

である熊本空港駐機場関係者に対し、帰りの喜界島から鹿児島までの定期便が

遅れるため熊本への到着が遅くなるので１人残っていて欲しいことを電話で伝

え、相手から何時ごろになるのかと問い返されていた。

私達は、１８時過ぎに鹿児島空港に到着し、管制塔の下の事務所で機長が飛

行計画を出し、急いで機体の所へ行った。この時、周囲は結構暗く、雨は降っ
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ていなかった。

機長は、２０分位かけて機体の点検や、エンジンの暖機運転をやっていた。

機長が左前席、私が右前席に他の２人が後席に着座し離陸した。離陸時は外

は真っ暗で、雨は降っていなかった。

機長は、離陸後カーナビゲィション装置（一般に車載用として搭載されてい

るカーナビゲィション。以下「ＧＰＳ」という。）を見ながら「真っ暗だから、

周りの山とか、高さがわからないから、なるべく高度を取って飛ぼう」と言っ

ていた。

飛行中、ＧＰＳ表示器の表示が明る過ぎたため、計器等が見えづらく、高度

等を計器で確かめる時、私が懐中電灯で照らしてやった。

ちょうど水平飛行に入った時、機長は、懐中電灯ではまったく計器が見えな

いから、ＧＰＳを切って計器を見ることに集中しようとしたが、すると、ＧＰ

Ｓが消えているため、自分の飛行位置がわからなくなり、「怖い」と言ってい

た。その後、ＧＰＳを点けたり消したりを５～６回くらい繰り返して飛行して

いた。最初にＧＰＳの表示器電源をオフにしたのは、離陸後１０分ぐらいして

からであった。さらに、飛行位置がわからなくなったのは、水平飛行になり、

高速道路の灯りが見えなくなってから少し間があった。

ＧＰＳを消したまま少し飛んでいると、機長は水平儀が左右へ動いていて

「怖い」と言っていた。

その後、失速警報音の「ビー」が鳴り出すぐらいに、落ちるような感じで、

ジェットコースターのように上下の動きをした。その上下運動をしている最中

に、失速警報音の「ビー」が連続して長く聞こえた。その時、機長は「前が見

えない」と言って、必死に操縦桿を押したり引いたりしていた。

失速警報音がしている時には、機首が上を向いたという感じで、機体を元に

戻そうとしていた。

その後の記憶はなく、目が覚めた時は外は真っ暗で、窓があったのでそこか

ら脱出した。脱出後、叫び声がしたのでその方向へ行ったら、同乗者Ｂがい

て、上空を飛んでいる飛行機にどうにか伝えられないかと話をした。

再び寝て、目が覚めたら夜明けだった。機体から発煙筒を取り出し同乗者Ｂ

に手渡し、山を歩いて降りた。

② 同乗者Ｂ

私達は、当日定期便の飛行機で喜界島から鹿児島へ帰る予定であったが、定

期便のトラブルで出発が予定より２時間近く遅れた。このことに、機長は、会

社側に説明を求めるなど気分が高ぶり、興奮気味でストレスを受けていたよう

であった。
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定期便の飛行機を待っている途中、鹿児島空港の機体を預けている会社の人

や、熊本空港の駐機場の人と連絡を取り合っていた。その間にも、早く帰りた

いと話していたことからも、気持的に夜飛ぶより昼間飛ぶ方が楽だと言うこ

とがあったと思う。私達は、前日までスキューバーダイビングをやり、前日の

１月３日は水深１６～１７ｍ位まで潜ったが、機長は、その上のもっと浅い所を

１回約３０分ぐらいで潜っており、その日は遅くとも１５時までには終了した。

鹿児島空港に到着した時は暗くなっており、機長は急いで空港事務所へ飛行

計画の提出に行き、セスナ機のスポットまで歩いて行った。この時、人の顔が

確認できるくらいの薄暗さで、風は感じなかった。

その後、機長は外部点検を行い、機長が左前席、同乗者Ａが右前席、私が右

後席及び他の同乗者が左後席に着座し、エンジンの暖機運転等を３０分ぐらい

実施後、普通に離陸して、変わったことはなかった。

離陸後、当初街の灯りは見えていたが、外は暗く目標物はなかった。やがて

水平飛行に入り、鹿児島の空域から出ることについて管制塔とやりとりしてい

た。この時、外は暗かったが、星が「ぽつん、ぽつん」と見え、街の灯りも見

えていた。

それから、５～１０分ぐらい経った後、機長は、ＧＰＳ表示器を見ていて、

ＧＰＳを表示させると明る過ぎて計器が見えないと言い、ＧＰＳを「点けて、

消して」のやりとりをし、右前席の同乗者Ａがオン/オフを２～３回繰り返し

ていた。しばらく飛行し、街の灯りもなくなり、高速道路が見えたが、はっき

り明るく見えていた記憶はない。あれが、「高速」かと思ったぐらいだ。この

頃も、操縦席ではＧＰＳのオン/オフを繰り返していたが、エンジンは、いつ

もの回転状態で、音の高低もなかった。

その後、エアーポケットに入ったような感じで「ストーン」と真下に落ち、

さらに「ストーン」と落ち、フワフワと飛行し、その後も、しばらく飛行して

いた。

墜落後は、結構早く目が覚め、ドアを開けて機体に沿って尾部へ移動して脱

出した。携帯電話の灯りの薄ぼんやりした中で、周囲を見たら杉林で雪があり

山中だと思った。うずくまっていたら、飛行機やヘリコプターの音がしたので、

捜しているんだろうと思い、携帯電話で１月５日０時２３分に、１１９番通報

したが通じなかった。

(2) 事故当日、鹿児島空港において機長への対応を行った関係者及び機体を取り扱

った関係者の口述を総合すると概略次のとおりであった。

機長からの依頼で、１５時４０分ごろ機体を格納庫前から駐機場へ自走で移

動した。この時、天気は曇り空で風が強かった。機体の移動に際し、飛行前機
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外点検及びエンジンオイル等を確認した後、エンジンを始動したが、機体に異

常はなかった。

機長は飛行計画を提出に行ったが、気象情報の入手及び飛行前気象ブリーフ

ィングは受けていなかった。

事故発生地点は、熊本県球磨郡球磨村神瀬降俣８９４－４２番地秋払山（標高９２８

ｍ）の西側中腹斜面杉林内（標高約８５０ｍ）で、事故発生時刻は、１９時１０分ご

ろであった。

（付図１、２、及び写真１参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

機長及び同乗者１名の計２名が死亡し、同乗者２名が重傷を負った。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1 損壊の程度

大 破

2.3.2 航空機各部の損壊の状況

主 翼 左右両翼共破断

胴 体 破 断

尾 翼 左右水平尾翼及び昇降舵湾曲

プロペラ ブレード片方が湾曲

降着装置 左主脚湾曲及び前脚損傷

エンジン 破 損

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

山林の杉２本を倒し、その他杉１０数本に損傷を与えた。

２.５ 航空機乗組員に関する情報

機 長 男性 ４６歳

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 第Ａ４２５１８５号

限定事項 陸上単発ピストン機 平成 １１ 年１２月 ３ 日

第２種航空身体検査証明書 第２３０２００１７号

有効期限 平成１４年 ８ 月３１日

総飛行時間 ３２０時間４１分

最近３０日間の飛行時間 ４時間５５分
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同型式機の総飛行時間 ３０５時間１１分

最近３０日間の飛行時間 ４時間５５分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 セスナ式１７２Ｐ型

製 造 番 号 第１７２７６３１２号

製造年月日 昭和５９年１０月３０日

耐空証明書 第大－１３－２２４号

有効期限 平成１４年 ７ 月２３日

総飛行時間 ７,４０５時間０３分

定期点検（ ）後の飛行時間 ６４時間１４分200時間点検、平成13年7月１日実施

（付図３参照）

2.6.2 エンジン

型 式 ライカミング式Ｏ－３２０－Ｄ２Ｊ型

製 造 番 号 Ｌ－１７７７０－３９Ａ

製造年月日 平成 ４ 年１２月１８日

総使用時間 ３,０４３時間２７分

定期点検(200 、 13 7 ）後の使用時間 ６４時間１４分時間点検 平成 年 月１日実施

2.6.3 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２,３６３.９lb、重心位置は４６.６９inと推算され、い

ずれも許容範囲（最大離陸重量２,４００lb、事故当時の重量に対応する重心範囲

３９.２～４７.３in）内にあったものと推定される。

2.6.4 燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００、潤滑油はフィリップス２０Ｗ５０であった。

２.７ 気象に関する情報

2.7.1 天気概況等

事故当日の１７時に福岡管区熊本地方気象台が発表した熊本県地方の府県天気概

況は、次のとおりであった。

熊本県の今夜は、曇りの天気となるでしょう。

海上では西よりの風が強く、波が高いでしょう。船舶や海のレジャーは注意が
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必要です。

明日は、朝の内にかけて気圧の谷が通過する見込みです。このため、朝の内ま

では曇りで弱い雨や雪の降るところがあるでしょう。

気圧の谷が通過した後は冬型の気圧配置となりますが、寒気の影響は小さく、

各地とも概ね晴れるでしょう。

海上は、北西の風がやや強く、波が高いでしょう。

2.7.2 事故現場の南東約１５kmに位置する福岡管区熊本地方気象台人吉特別地域気

象観測所の観測値は、次のとおりであった。

17時00分 風向 西南西、風速 ２.１m/s、気温 １２℃、露点温度 ３.５℃、

相対湿度 ５６％、視程 ６.０３km、天気 煙霧

18時00分 風向 西南西、風速 １m/s、気温 １０.８℃、露点温度 ３.８℃、

相対湿度 ６２％、視程 ６.０３km、天気 煙霧

19時00分 風向 南南東、風速 １.４m/s、気温 ８.６℃、露点温度 ４.０℃、

相対湿度 ７３％、視程 ５.１９km、天気 煙霧

2.7.3 事故関連時間帯の熊本地方気象台熊本空港出張所の定時航空実況気象通報式

(METAR)の気象観測値は、次のとおりであった。

17時00分 風向 ２６０°、風速 ０９kt、視程 ７,０００ｍ、雲 １/８

積雲３,０００ft、雲 ４/８積雲４,５００ft、雲 ５/８高積雲

８,０００ft、気温 １１℃、露点温度 ５℃、

ＱＮＨ ２９.９５inHg

18時00分 風向 ２４０°、風速 ０６kt、視程 ７,０００ｍ、雲 １/８

積雲３,０００ft、雲 ５/８積雲４,５００ft、気温 １０℃、

露点温度 ５℃、ＱＮＨ ２９.９５inHg

19時00分 風向 ２３０°、風速 ０６kt、視程 ８,０００ｍ、雲 １/８

積雲３,０００ft、雲 ４/８層積雲５,０００ft、気温 ８℃、

露点温度 ５℃、ＱＮＨ ２９.９６inHg

2.7.4 事故関連時間帯の鹿児島地方気象台鹿児島航空測候所の定時航空実況気象通

報式（METAR）の気象観測値は、次のとおりであった。

18時00分 風向 ３００°、風速 ０９kt、視程 ９,０００ｍ、雲 １/８

積雲３,０００ft、気温 １０℃、露点温度 ４℃、

ＱＮＨ ２９.９８inHg

19時00分 風向 ３００°、風速 ０６kt、視程 ９,０００ｍ、
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雲 ２/８積雲３,０００ft、気温 １０℃、露点温度 ４℃、

ＱＮＨ ２９.９９inHg

2.7.5 事故後、現場上空を飛行した捜索救難機の機長によれば、捜索救難時の気象

状況は概略次のとおりであった。

２３時ごろ白岩山南側を飛行し、４,５００ftで雲に入る状態で、月も出たばっ

かりで明かりはなかった。その後、白岩山周辺を３,５００～４,０００ftで捜索

し、タービュランスがあり、気流は悪かった。視程は、山の南側は良く、街灯り

も見えていたが、北側に近づくほど悪く１０km以下だった。白岩山南側の雲底高

度は４,５００ftで、雲頂高度は８,０００ft位であった。南側から見た北側は、

雲がベッタリであった。風は北西方向で４０kt、また、アイシングを気にするよ

うな状況ではなく、アンチアイスを入れるまでに至ってなかったために、アンチ

アイスは使用してない。

当時、夜間で目標物がなく、視界もとにかく悪かった。月が出た段階では、山

の稜線がどうにか見えていたが、月明かりがない状態では真っ暗だった。全般的

に暗く、風があり、気流も悪く、周辺の灯りもなく、当時は、有視界飛行には適

した状態ではなかった。

2.7.6 当日の事故現場付近の日没は、１７時２９分ごろで、月の出は、２２時４９

分ごろであった。

（付図４、５参照）

２.８ 事故現場及び残がいに関する情報

2.8.1 事故現場の状況

事故現場は、球磨村役場より北へ約８㎞離れた九州山地と国見山地が接する山岳

地帯で、白岩山（標高１,００２ｍ）と稜線伝いの秋払山（標高９２８ｍ）の西側斜

面中腹杉林で標高約８５０ｍの地点であった。

同機は、谷間から杉林の急な斜面に向かって、左へ大きく傾いて、機首部から突

っ込み、杉の木１０数本を損傷させ、さらに、２本の杉（直径３０㎝、高さ２５

ｍ）に激突し、両主翼で２本の杉を押し倒した後、その２本を下敷きにして左主翼

を後方へ押し潰し、機首を南南東に向けた状態で墜落していた。

機体は、前脚支柱を杉に引っ掛けた状態で、急な斜面に胴体左側面を下にして、

左へ９０゜横倒しとなっており、プロペラ・ブレードの片側は先端が地中に突き刺

さった状態となっていた。

また、機体全体が２本の杉を下敷きにしていたため、機体後部は宙に浮いた形と
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なっていた。

（付図１、２、及び写真１、２参照）

2.8.2 損傷の細部状況

主要な部分の損傷状況は、次のとおりであり、いずれも墜落時に生じたものと推

定される。

(1) 主翼

① 右主翼は、翼根が一部で激しく破損し、翼根から約１４０㎝の翼前縁の

位置に、大きく丸く凹んだ杉の幹との衝突痕が認められた。その部分から

翼端側は裏返しに折れ曲がった状態で、かろうじて翼根側とつながってい

た。また、翼端にはプロペラ・ブレード先端部分が突き刺さっていた。

右主翼支柱は、中央部分で外側へ大きく湾曲していた。

② 左主翼は、翼端より約９０㎝の位置で破断していた。

左主翼外板は、前方から圧縮されたように波型に変形し、主翼前縁の翼

端から約９０㎝の位置及び主翼前縁の翼根から約３００㎝の位置に、大き

く丸く凹んだ杉の幹との衝突痕が認められた。主翼前縁の翼根から約１１０

㎝の間には、杉の木による擦過痕が認められた。

左主翼支柱は、大きく内側へ湾曲し、胴体取付部で破断していた。

(2) 胴体

左操縦席及び左後部座席側面部分が大きく破損していた。

天井部及び左前席は破断し、前面グレアーシールドは外れ、胴体側面には、

座屈による大きなしわがあった。

左右ドアは、破断して地上に落下し、風防並びに左右キャビン窓、後部窓

ガラスは破損していた。

(3) 尾翼

左右水平安定板翼端の前縁部は、湾曲していた。

(4) プロペラ

プロペラは、エンジンに取り付いた状態であったが、前縁に回転方向の擦

り傷があり、地中に刺さっていた方のブレードは後方に曲がっていた。

プロペラ・スピナは前面に大きな凹み傷があり、スターター・リングギア

は前面からの圧力で破断していた。

(5) 降着装置

左主脚は、支柱部分が後方へ大きく湾曲し、右主輪及び前輪は破損していた。

(6) エンジン

墜落による衝撃のため左側面を押し潰され、右側頂部には杉の木に激突し



- 11 -

た痕跡が残されていた。

エンジン・マウントは右前方から圧縮されたように変形し、エンジン本体

も一部損傷していた。

（写真１、２、３、４参照）

２.９ 航空保安施設に関する情報

同機が、事故発生直前までに利用していたと推定される、加治木ＶＯＲ/ＤＭＥ

（ＫＧＥ）は、正常に運用されていた。

２.１０ 通信に関する情報

2.10.1 同機は、鹿児島空港を離陸前及び離陸後、鹿児島飛行場管制所並びにターミ

ナル管制所（１２１.７MHz、１１８.２MHz及び１２０.０MHz）と交信しており、そ

の交信状態は良好であった。

2.10.2 同機と管制機関等との交信は、１９時００分以降確認されていないが、同機

の自動応答装置（トランスポンダー）によるトランスポンダー・コード（６４５４）

は、１９時０８分ごろまで確認されていた。

2.10.3 事故機には、航空機用救命無線機（以下「ＥＬＴ」という。）が装備されて

いた。

ＥＬＴは、内蔵した電池で作動し、２つの周波数で独自の信号を発信するもので、

ＥＬＴがアームされた状態で衝突すると、その時の衝撃力で自動的に作動を開始す

るものである。

しかし、本事故においては、事故発生後、鹿児島タワー、熊本タワー及び海上保

安庁運用のＧＭＤＳＳ（国際海事衛星）並びに事故現場上空通過の航空機、捜索救

難機等で緊急周波数１２１.５MHz、２４３.０MHzの発信音を受信していないことか

ら、ＥＬＴは墜落時に作動しなかったものと推定される。

２.１１ 医学に関する情報

熊本県警察本部からの情報によれば、機長及び同乗者の遺体は、１月５日、熊本大

学医学部法医学教室において、司法解剖されたが、アルコール並びに薬物の反応は認

められなかった。機長は、多発性骨折に基づく外傷性ショック死で、即死状態であっ

た。同乗者１名は、頸髄損傷による死亡と検案され、事故後約１１時間程度は生存し

ていたものと判断された。

右前席同乗者は右頬骨等の骨折、及び右後席着座の同乗者は足及び胸部骨折の負傷
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を負った。

２.１２ 人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難に関する情報

平成１４年１月４日、２０時０１分、東京救難調整本部（以下、「東京ＲＣＣ」と

いう。）は、熊本空港事務所より「鹿児島空港を１８時４０分に離陸し、熊本空港を

目的地とするＪＡ４０８０機が到着予定時刻の１９時５０分を１０分経過しても到着

せず、何ら連絡が取れない。」旨の連絡を受けた。なお、到着予定時刻を３０分経過

しても当該機の動静がつかめず、２０時２３分、航空機の捜索救難に関する機関に対

しその旨を伝達するとともに、当該機の有無について各空港事務所に照会を行い、捜

索救難活動を開始した。

東京ＲＣＣは、２０時４６分、鹿児島空港事務所より鹿児島ＴＣＡと当該機との交

信情報（１９時００分）を得たが、その後の動静が確認できず、燃料枯渇時刻の２１

時１０分防衛庁に対し、災害派遣要請を行った。同２５分防衛庁より「１９時１０分、

北緯３２度２０分東経１３０度４２分の位置、高度３,１００ ftでレーダーより消失

した」との情報を得たため、この地点を中心に捜索区域を設定して、各機関による捜

索が開始された。

海上保安庁は、２１時５０分八代湾を重点に巡視艇５隻、ヘリコプター３機による

捜索を開始し、防衛庁及び警察庁、消防庁は、白岩山付近を中心に上空から飛行機２

機、ヘリコプター１４機による徹夜の捜索を実施した。

翌朝１月５日７時から消防署員及び消防団員４３２名、警察官１４０名による地上

からの捜索が実施された。

８時２０分ごろ搭乗者の１人が付近の民家に助けを求めてきたため、その証言をも

とに捜索した結果、９時０２分自衛隊機により、秋払山山中で当該機と思われる機体

を発見した。同３０分ヘリコプターから降下した隊員により、大破した当該機が確認

された。

その後、残り３名の搭乗者を発見し、全員が警察の車両にて病院へ搬送されたため、

東京ＲＣＣは、同４９分防衛庁に対し災害派遣撤収を要請し、１１時１５分捜索救難

活動を終了した。

機長は１１時００分に、同乗者１名は同３４分に搬送先の病院で死亡が確認された。

２.１３ 事実を認定するための試験及び研究

2.13.1 エンジンの分解調査

調査結果は次のとおりであり、墜落時の損傷を除いて、不具合及び部品の故障は

認められず、エンジンは、墜落時までは正常に機能していたものと推定される。

(1) エンジン内部部品の不具合はなく、各運動部分の拘束、干渉等の異常は認
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められなかった。

(2) 各シリンダーの燃焼状態は良好かつ均一であり異常は認められなかった。

(3) 点火系統は、Ｎo.４上側点火栓に地上との衝突によるものと認められる損

傷があったが、点火系統には異常はなかった。

(4) 燃料系統のキャブレターは、加速ポンププランジャロッドが曲がり、サポ

ートフランジが折損していたが、これは、墜落時の衝突による損傷と認めら

れた。

2.13.2 計器等の分解機能調査

計器等の分解調査及び機能調査を実施した結果、速度計、昇降計、エンジン回転

計、時計を除き、水平儀、旋回計、定針儀等のジャイロ計器には、損傷、変形等が

認められた。これらは事故時の衝撃によるものと推定され、事故発生まで異常はな

かったものと推定される。なお、計器の指示値等から事故時の飛行状態を示す情報

は得られなかった。

2.13.3 無線装置の分解機能調査

無線装置の分解調査及び機能調査を実施した結果は、次のとおりであり、無線装

置には損傷、変形等が認められたが、これらは事故時の衝撃によるものと推定され、

事故発生まで異常はなかったものと推定される。

(1) ＶＨＦ ＮＡＶ／ＣＯＭ装置２式

① ＣＯＭ機能

ＣＯＭ Ｎo.１受信装置の機能調査を実施した結果、受信選択度における

周波数が規格をわずかに外れていたが、離陸直前まで鹿児島グランドとの

交信が通常どおり行われていたことから、問題はなかったものと推定され

る。

Ｎo.１受信機の選択度以外は、送受信機能共に不具合は認められなかった。

② ＮＡＶ機能

受信、指示機能共に不具合は認められず、感度、精度共に良好であった。

③ セット周波数

ＣＯＭ Ｎo.１

使用周波数 １２１.７MHz（鹿児島グランド）

ＣＯＭ Ｎo.２

使用周波数 １２０.０MHz（鹿児島ＴＣＡ）

ＮＡＶ Ｎo.１及びＮo.２

使用周波数 １１５.７MHz（加治木ＶＯＲ）
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(2) ＡＴＣトランスポンダー

① 前方及び後方から強い外力を受け筐体に損傷があったものの、内部の損

傷、変形は認められず、送受信共に良好に動作した。

② セット・コード ７４５４

（飛行中は６４５４にセットしていたものと推定される）

(3) ＶＯＲ/ＩＬＳ等指示器

① ＶＯＲ/ＩＬＳ指示器

左側から強い衝撃を受けて損傷していたが、機能試験の結果、方位指示

カードは入力方位に対して正しく方位を指示したことから、衝突するまで

異常はなかったものと推定される。

方位指示カードは、０゜を指示していた。

② ＶＯＲ指示器

筐体のカバー・ケースに変形が認められたが、カバー・ケースを外し、

筐体を修正することにより、機能試験が可能となった。

機能試験により方位指示カードは入力方位に対して正しい方位を指示し

たことから、衝突まで異常はなかったものと推定される。

(4) ＥＬＴ

ＥＬＴを調査したところ、内蔵電池の有効期限は２００１年９月であり、

電池の電圧は＋８.０６Ｖ（規定電圧＋９.０Ｖ）であったが、スイッチをア

ーム状態にセットした状態で、機軸に対し前方向の衝撃を加えたら良好に作

動した。

ＥＬＴのスイッチは、機軸に対し前方向の荷重で５Ｇ以上の衝撃に対し、

作動するように設定されている。

同機体は、墜落時、2.8.1で述べたとおり、杉林へ機首部から突っ込み、

その後、機体の左側面を下にした状態で地面に衝突していること並びにスイ

ッチはアーム位置でＥＬＴのアンテナ及び接続部分にも異常がなかったにも

かかわらず、緊急信号が受信されていないことから、墜落時に荷重スイッチ

が作動しなかったものと推定される。

2.13.4 ＧＰＳによる飛行経路の解析

同機には、車載用ＧＰＳが装備されていた。航空管制用レーダー記録を参照して

ＧＰＳの航跡記録を解析した結果、墜落直前の航跡は次のとおりであった。

鹿児島空港離陸後、北北東寄りに飛行していた同機は、球磨村役場付近上空（事

故現場より南へ８kmの位置）で、進路をやや北東方向へ変え高度３,５００ftで飛行

していた。その後、鏡山（標高７６７ｍ）と丸尾山（標高５５１ｍ）の中間を流れ
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る小川沿いに北上した。その後、大槻集落上空から小川支流の渓谷沿いに、高度

３,１００ft、旋回半径約８００ｍで右旋回を実施し、ほぼ、１旋回して大槻集落

上空に到着した時、急激に左旋回に入り、そのまま墜落したものと推定される。

（付図２参照）

２.１４ その他必要な事項

2.14.1 機長の夜間の飛行経験

機長は、飛行記録によれば操縦練習時から含めて約３年間で合計１０回（飛行時

間６時間４０分）の夜間飛行を行っており、１０回のうち９回（飛行時間５時間

２０分）は技能証明を所持した飛行仲間又は教官同乗の飛行であり、単独飛行によ

る経験は１回（飛行時間５５分）であった。

また、飛行内容については、５回が飛行開始時点からすでに夜間飛行であったも

ので、残り５回は飛行中日没となり、夜間飛行となったものであった。

2.14.2 事故機の整備状況及び機長の飛行状況

整備士の口述によれば、機体の整備については、日常点検整備及び定期点検を実

施してきたが問題はなかった。

機長は、熊本航空（株）で３０～４０時間ぐらい操縦訓練を受けた後、さらに、

他で訓練を受け技能証明を取得し、その後も同航空で慣熟訓練を受けていた。機長

は、通常飛行仲間と飛行することが多く、その時は、その飛行仲間に操縦を依存し

ていた部分があり、平成１３年の耐空検査時の飛行も飛行仲間に操縦を依頼してお

り、最近ようやく１人で飛ぶようになっていた。

また、機長は熊本、鹿児島間の飛行をこれまでに数回行っており、平成１３年

１２月３１日には、福岡空港から鹿児島空港への飛行で、事故現場上空の国見山を

左に見る当該経路を飛行していた。

2.14.3 同機は、ＧＰＳの装備に当たり、修理改造検査を受けていなかった。

３ 事実を認定した理由

３.１ 解 析

3.1.1 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。
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3.1.2 同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

損壊の細部状況、主要部分の分解調査から、同機は、墜落により破壊されるまで

は、異常はなかったものと推定される。

3.1.3 同乗者の口述及び2.7.5で述べたとおり、当時、同機が飛行しようとしていた

経路及び周辺空域は山岳地帯で地上の灯りもなく、月の明かりもなく真っ暗で、地

点標定も十分にできず、さらに、事故現場付近では、煙霧が発生していた可能性が

あり、外景から何らかの視覚情報を得ることができず、有視界飛行が困難な状況で

あったものと推定される。

3.1.4 当該飛行は離陸当初から夜間飛行となったにもかかわらず、機長は、２.１４

で述べたとおり、夜間飛行の経験が少なく、夜間飛行に慣れていない状況の下での

山岳地帯への飛行であった。このことは、夜間地上物標の少ない山岳地帯を飛行す

る危険性についての考慮が不十分であったものと推定される。

また、機長は、出発に際し事前に飛行経路に沿った目標地点の選定及び気象機関

での気象情報を収集せず、出発後も気象の変化に対応して飛行に適しているか否か

を判断することが必要であったにもかかわらずこれを怠っていたことが推定される。

3.1.5 同乗者の口述によると、機体が大きく上下運動を繰り返し、失速警報が作動

したと述べていることから、周辺は真っ暗で地点の標定も十分できない状態で、計

器飛行の経験がなく夜間飛行に不慣れな機長が、機位を喪失し、袋状の渓谷に進入

して旋回後、空間識失調に陥り、飛行姿勢の把握・維持が適切にできずに機体を失

速させたものと推定される。

このことは、計器飛行の経験のない機長が、有視界飛行の困難な状況で、飛行機

を正確かつ安全に操縦するために必要な操縦感覚、操舵の調和及び注意力の配分等

の習得が不十分だったことが考えられる。

3.1.6 機長が当該飛行を強行し、しかも当初の飛行計画上の経路を変更して鹿児島

空港離陸後、月の明かりや地上の灯りもなく真っ暗な山岳地帯を北進する直行経路

を選択し飛行を続けた背景には、以下のような事情があったものと推定される。

(1) 熊本空港駐機場の運用時間は日没までと制限されていたが、事故当日、鹿

児島への到着が遅れたことにより、熊本空港へ日没までに到着することが困

難となり、特別に同空港の駐機場の管理者を待たせることとなり、先を急が

ねばならない事情があったこと。

(2) 機長は、当該飛行以前に事故発生時の飛行経路とほぼ同じ経路上を飛行し
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た経験があり、当該経路上の主要な物標等をある程度把握していたこと。

(3) 事故機には、車載用ＧＰＳを装備していたが、このＧＰＳを使用すること

により、経路上の目標地点を明確にできると判断したこと。

3.1.7 これらのことから、機長は、出発時において、飛行経路上の気象状況、夜間

飛行における経路上の地上灯火の視認の可能性及び本人の夜間飛行に関する知識・

経験等に照らして夜間飛行の実施の可能性に関する判断が適切でなかったものと推

定される。

3.1.8 飛行中有視界飛行を維持していくうえで、上空では機長自身が気象をチェッ

クし、判断し、危険に遭遇した場合にはこれを迅速に回避し、以後の飛行が困難と

判断される場合には、躊躇することなく引き返すなどの安全な航路を決定すべきで

あったが、適切な判断がなされなかったものと推定される。

さらに、機長は、事故機に装備されているＧＰＳを使用して運航を選択していた

が、しかし、ＧＰＳが車載用でＧＰＳ表示器が明る過ぎたため、機内の計器の読み

取りの障害となり、的確な姿勢情報を得ることができなかったものと考えられる。

3.1.9 2.8.1で述べたとおり、機体は、谷間から急な斜面に向かって、左へ大きく傾

いた状態で２本の大きな杉に両主翼を激突させ、胴体左側面を下にして左へ９０°

傾いた状態で地上に衝突したものと推定される。このことから、機体左側面への衝

撃が大きかったため、左前席着座の機長並びに左後席着座の同乗者が、この激しい

衝撃により死亡したものと推定される。

3.1.10 同乗者の口述によると、機長は前日昼過ぎまで水深約１６ｍ、１回の潜水時

間が約３０分のスキューバーダイビングを行っていた。

しかし、機長のダイビングは、航空機搭乗の前日である１月３日昼過ぎまで、水

深約１６ｍ、１回の潜水時間約３０分であったことから、減圧停止も必要としない

ダイビングであり、さらに、航空機搭乗までに２４時間以上も経過していたことか

ら、ダイビングによる影響はなかったものと推定される。
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４ 原 因

本事故は、夜間飛行に不慣れな機長が、有視界飛行により夜間山岳地帯を飛行中、

機位を喪失し、空間識失調に陥ったため、飛行姿勢の把握・維持が適切にできずに失

速し、山林に墜落したことによるものと推定される。

なお、本事故には、出発時の気象情報の確認を行わなかったこと、及び夜間飛行に

おける経路上の地上灯火の視認の可能性、本人の夜間飛行に関する知識・経験等に照

らし、夜間飛行の実施の可能性に関する判断が不適切であったこと、並びに車載用Ｇ

ＰＳに依存して飛行することを前提に飛行の判断を行ったことが関与したものと推定

される。

５ 所 見

１ 夜間における有視界飛行

本事故は、夜間飛行に不慣れな機長が、有視界飛行により夜間飛行中、空間識失

調に陥り、飛行姿勢の把握・維持が適切にできずに墜落したものと推定される。

このことから、夜間の有視界飛行の実施に当たっては、次の点に留意する必要

がある。

(1) 夜間の飛行において、月の出ていないような暗夜、地上灯火の少ない山岳地帯

での飛行など、地上物標や地上灯火の視認が十分に得られない状況が予想される

場合には、当該区域を避けた飛行計画経路を選定する等、操縦者自身の知識・

経験を踏まえた無理のない飛行計画を策定すること。

(2) 飛行中において、夜間における有視界飛行の継続が困難と考えられる場合に

は、時宜を失しない早期のうちに飛行の継続を断念して引き返すか、近隣の飛行

場等に着陸すること。

２ 有視界飛行方式でのＧＰＳ装置の使用

ＧＰＳ装置の使用が事故原因に関与した可能性が考えられる航空事故は、本事

故以外にも発生しているが、本事故では、同乗者の口述から、飛行中にＧＰＳ装置

が利用されていたことが認められた。

本事故においては、夜間の有視界飛行でＧＰＳに依存して山岳地帯を飛行中、
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ＧＰＳ装置が航空機の基本計器の監視に悪影響を与えたことから、計器による飛行

姿勢の把握・維持が適切にできなかったことが考えられる。

これらのことから、他の航空事故報告書において所見として述べた内容と一部

重複するが、有視界飛行におけるＧＰＳ装置の使用に当たっては、次の点に留意

する必要がある。

(1) ＧＰＳ装置に依存し、又はその利用を前提として、飛行の開始又は継続を

判断してはならない。

(2) 有視界飛行方式によりＧＰＳを補助的に使用する場合には、技術基準への適

合等について、「ＧＰＳを有視界飛行方式に使用する運航の実施基準」（平成

９年１２月５日付、空航第８７８号・空機第１２７９号）を遵守するとともに、

ＧＰＳ装置の機能等を十分に承知したうえで使用すること。
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 付図３ セスナ式１７２Ｐ型三面図 
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写真１ 事故現場 

エンジン 
カウリング 

右主翼 
杉との衝突痕 

写真２ 事故機破断状況 
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杉との衝突痕 

垂直尾翼 左主翼翼端 

杉との衝突痕 

写真３ 右主翼破断状況 

写真４ 左主翼破断状況 


